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衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
在
日
米
国
大
使
館
敷
地
等
の
賃
貸
料
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

在
日
米
国
大
使
館
の
敷
地
に
係
る
賃
貸
借
契
約
に
つ
い
て
は
、
明
治
二
十
三
年
に
日
米
両
国
の
政
府
間
で
締
結
さ
れ
、
そ

の
後
貸
付
料
を
改
定
す
る
た
め
の
同
契
約
の
一
部
変
更
契
約
（
以
下
「
変
更
契
約
」
と
い
う
。
）
が
こ
れ
ま
で
締
結
さ
れ
て

き
て
い
る
。
こ
の
日
米
両
国
の
政
府
間
で
締
結
さ
れ
た
在
日
米
国
大
使
館
敷
地
の
賃
貸
借
契
約
に
お
い
て
は
、
貸
付
料
の
未

払
の
場
合
に
つ
い
て
の
解
除
条
項
は
な
い
。

二
に
つ
い
て

納
入
告
知
書
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
四
年
十
二
月
、
平
成
十
五
年
十
二
月
及
び
平
成
十
六
年
十
二
月
に
送
付
し
た
。
督
促

状
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
五
年
二
月
、
平
成
十
六
年
一
月
及
び
二
月
並
び
に
平
成
十
七
年
一
月
及
び
二
月
に
送
付
し
た
。
外

交
ル
ー
ト
を
通
じ
た
支
払
を
求
め
る
文
書
に
つ
い
て
は
、
平
成
九
年
五
月
に
平
成
十
年
分
以
降
の
貸
付
料
の
改
定
に
関
す
る

提
案
を
行
い
、
平
成
十
年
一
月
及
び
七
月
、
平
成
十
四
年
十
二
月
、
平
成
十
五
年
十
二
月
並
び
に
平
成
十
六
年
十
二
月
に
支

払
を
求
め
る
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
文
書
を
送
付
し
た
ほ
か
、
こ
の
間
協
議
等
の
様
々
な
機
会
に
お
い
て
支
払
を
求
め
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
支
払
交
渉
に
当
た
っ
て
い
る
主
務
官
庁
は
、
外
務
省
及
び
財
務
省
で
あ
る
。
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三
に
つ
い
て

平
成
九
年
を
期
限
と
す
る
変
更
契
約
に
代
わ
る
新
た
な
変
更
契
約
に
つ
い
て
は
、
期
限
ま
で
に
合
意
に
達
す
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
た
め
、
現
在
、
日
米
両
国
に
お
い
て
交
渉
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
で
き
る
だ
け
早
期
に
貸
付
料
改
定

の
合
意
が
得
ら
れ
る
よ
う
、
引
き
続
き
米
国
側
と
鋭
意
交
渉
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。

四
に
つ
い
て

現
在
、
で
き
る
だ
け
早
期
に
貸
付
料
改
定
の
合
意
が
得
ら
れ
る
よ
う
、
米
国
側
と
交
渉
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

法
的
手
続
を
と
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
交
渉
へ
の
影
響
に
も
か
ん
が
み
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

五
に
つ
い
て

政
府
が
、
北
米
に
お
い
て
、
在
外
公
館
長
の
公
邸
を
借
り
上
げ
て
い
る
の
は
、
米
国
の
在
ハ
ガ
ッ
ニ
ャ
総
領
事
公
邸
、
在

マ
イ
ア
ミ
総
領
事
公
邸
、
在
デ
ン
バ
ー
総
領
事
公
邸
及
び
在
ア
ン
カ
レ
ジ
総
領
事
公
邸
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
建
物
と
敷
地

を
一
体
と
し
て
借
り
上
げ
て
お
り
、
賃
料
に
つ
い
て
建
物
分
と
敷
地
分
を
区
別
し
て
い
な
い
た
め
、
公
邸
用
敷
地
と
し
て
借

り
上
げ
て
い
る
敷
地
の
賃
料
の
年
額
を
お
示
し
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
敷
地
の
面
積
は
、
在
ハ
ガ
ッ
ニ
ャ
総
領
事
公
邸

が
約
一
千
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
、
在
マ
イ
ア
ミ
総
領
事
公
邸
が
約
四
千
百
八
十
平
方
メ
ー
ト
ル
、
在
デ
ン
バ
ー
総
領
事
公
邸

二



が
約
四
千
四
百
八
十
三
平
方
メ
ー
ト
ル
、
在
ア
ン
カ
レ
ジ
総
領
事
公
邸
が
約
八
百
九
十
一
平
方
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
い
ず
れ

に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
公
邸
用
敷
地
の
貸
付
料
と
在
日
米
国
大
使
館
敷
地
の
貸
付
料
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
地
条
件

等
が
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
単
純
な
比
較
は
適
当
で
は
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

三


